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春秋会 
ニュースレター 

2023.7 

 若手会破産研修に関するご報告     

                        西祐亮（７１期） 

 

６月９日、関根法律事務所の浦寛幸先生に講師を担当いただき、若手

会主催「初めての破産申立・初めての管財業務」を開催しました。この

研修は、「初めての破産申立・初めての管財業務」と銘打つとおり、こ

れまで破産申立をしたことのない人、あるいは申立に不安のある人を対

象とした研修であり、破産申立の基礎知識及び留意事項につき、網羅的

かつ具体的に、事例を交えながら学習することを目的に実施しました。

ZOOMも併用したこともあり、計１９名の方に参加いただくことができ

ました。 

 

午後６時から８時まで浦先生による軽やかでありながら熱のこもった

講義が行われ、同廃事件と管財事件の区分基準や、申立時に見落としが

ちな点について分かりやすく解説いただきました。浦先生が見落としが

ちな点としてあげたものの中には、私自身も実際に同じミスをしたこと

のあるものもありました。破産申立を行ったことのない人にとってはボ

リューム満点の講義内容とレジュメを、一度に消化することは難しかっ

たかもしれませんが、今後破産申立を行う際に、レジュメをお手元にお

き確認しながら申立書を作成いただければ、それだけでミスを防げるの

ではないかと思いました。 

研修終了後は、裁判所近くにある「愛想屋」で懇親会を開催しまし

た。今回の研修の参加者は７０期～７５期に集中していましたので、比

較的年次の近い方どうしで親睦を深める機会になったのではないかと思

います。 

以上のとおり、６月９日の破産研修は無事終了しました。 

しかし、実はこの研修は二部構成となっています。６月９日は、同廃

事件について集中的に学習しましたので、管財事件の研修が未了となっ
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2023 年度 広報委員 

・松尾 洋輔（59 期、委員長） 

・溝上 絢子（57 期、担当副幹

事長） 

・西原 和彦（55 期） 

・堀川 智子（57 期） 

・浦 寛幸 （59 期） 

・広瀬 元太郎（60 期） 

・柳 勝久（61 期） 

・山田 寛子（65 期） 

・金 星姫（66 期） 

・木場 晶子（67 期） 

・田村 瞳 (67 期） 

・板﨑 遼（67 期） 

・吉留 慧 （68 期） 

・髙 一成 （69 期） 

・根本 俊太郎（70 期） 

・足立 敦史（71 期） 

・村本 健司 （71 期） 

・河野 哲平（71 期） 

・才木 晴幹（72 期） 

・中岡 さつき（72 期） 

・中西 教子（72 期） 

・久井 大輝（73 期） 

・山本 こずえ（73 期） 

・佐々木 崇人（74 期） 

・神澤 鈴子（74 期） 

・秦 尚輝（74 期） 

ております。そのため、８月に続編として管財事件編を開催することを

検討しています。６月９日の研修に参加されていない方の中には、同廃

事件は問題なくこなせるけれども、管財事件については自身がないとい

う方もおられるかと思いますので、そのような方もぜひご参加ください

（ZOOMでの参加も可能です）。 

最後になりましたが、研修に参加いただいた皆様参加いただきありが

とうございました。今後もぜひ気軽に若手会企画に参加していただけれ

ばと思います。そして何よりも浦先生におかれましては、講師を務めて

いただきましてありがとうございました。管財事件編も引き続きよろし

くお願いいたします。 

古典芸能よもやま話（番外編）         

～刑法学会について    

                                                                           中村和洋（４９期） 

１ はじめに 

古典芸能のお話と銘打ちながら、今回は、なんと「刑法学会」の話

です。どうしても取り上げたかったもので・・・。すみません。 

強いて共通点をあげるとすれば、「刑法学会」、実はすごく面白

い、もはや「芸能」といっていいほどのエンターテインメントなので

す。 

そして、１９４９年設立、今年で１０１回大会を迎えたという意味

では、「古典」といっていい集まりです。なので、「古典芸能」番外

ということで、強引に話を進めてまいります。 

２ 学会の流れ 

刑法学会では、年１回、２日間にわたり大会が開かれます。今年は

６月３日（土）と４日（日）に早稲田大学にて開催されました。 

プログラムは両日とも、午前中に研究報告があります。刑法、刑事

訴訟法、刑事政策における新進気鋭の学者が、最新のテーマを元に報

告をします。いわば若手学者の登竜門。 

今年の１日目ですと、「相互闘争状況における正当防衛の処理基

準」「刑法における手続化」「証人尋問における対面の意義」「国際

組織犯罪対策における刑事規制」という４つのテーマ。 

午後は、１日目は分科会、２日目はワークショップ。様々なテーマ

に分かれて発表や討議が行われます。例えば２日目のワークショップ



3 

の一つは「再審における証拠開示」であり、大崎事件で有名な鴨志田

祐美弁護士が報告者の１人でした。 

え？普通の学会と一緒で、何が面白いか、わからない？ 

  いやいや、学会における実際の議論の中身がすごいんですよ。 

３ スターの存在と血湧き肉躍る質疑応答 

  刑法学会にはスターがいます。 

それは、最高裁判事の山口厚先生や、刑法改正の座長を務めている

井田良先生などではなく、何を隠そう、立命館大学の松宮孝明教授で

す。松宮教授は、どんな報告に対しても、毎回質問をされます。そし

て、その質問は報告内容の弱点や課題を鋭く、極めて鋭く突くもので

す。 

そのため、報告者は目を白黒させたり、口ごもったり。私は、松宮

教授に質問されたある若手の学者が、半べそをかきながら「あ

の・・・、私は、その・・・、け、研究が不十分で、あの、そ

の・・・（涙）」としどろもどろになったのを見たことがあります。   

そういうのを面白がっては大変申し訳ないのですが、まあ、面白いで

す。 

今回も、某国立大学のＡ教授（法哲学。お話がお上手で、マイケ

ル・サンデルみたいでした）の刑罰論についての報告に対し、松宮教

授は「そのご意見では刑罰と保安処分の区別ができないのは？」（本

当はもっと緻密な内容でしたが、私の能力では再現不可能）という趣

旨の質問を投げかけ、Ａ教授を言葉に詰まらせていました。違う分野

からわざわざ来ていただいた学者に対して、容赦も忖度もありませ

ん。「質問のある方は挙手を。はい、そちらの方」「立命館大学の松

宮です」というやりとりを聞くたび、「来た、来た」とワクワクして

いるのは私だけではないはず。刑法学会には実務家も複数参加してい

ますが、刑事弁護で有名なＤ先生も「松宮先生がおらんと、学会が盛

り上がらない」とおっしゃっているくらいです。 

聞くと松宮教授は報告者を単にいじめているのではなく、曰く「も

ちろん報告者への敬意が大切です。常に報告者の土俵に乗って、内在

的な疑問を尋ねています」とのこと。それが、余計に怖いのです

が・・・。 

なお、松宮教授は政権与党の意見によって日本学術会議のメンバー

への推薦から外されてしまったことでも有名です。「政府に恐れられ

ている学者」ということで、かえって名前が高まってしまいました。 

４ 現職検事による報告と１０倍返し 
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今回の刑法学会の共同研究の一つが、「刑罰論の新動向」というテ

ーマでした。刑法改正によって、従来の懲役刑・禁錮刑から、拘禁刑

に一本化されたこと契機に、改めて刑罰の本質を問い直そうという格

調高い企画です。 

報告者の１人に某地方検察庁のＢ検事がいました。Ｂ検事は、実務

家ながら毎回のように刑法学会に参加しているほか、論文も発表され

ており、検察庁の論客の一人。 

ただ検察官ですから、飽くまで個人的な意見としつつも、その内容

は基本的に処罰拡大方向。今回も、「遺族感情や社会的影響は、世間

の常識からすると、量刑の付随的要素ではなく、実質的な法益侵害の

一部としてもっと考慮すべき」「犯罪論においては犯行計画も含めた

主観が重視されるべき」といった意見を出されました。 

それに対して、某学者（松宮教授ではありません）から、「単なる

常識論を言うだけで、理論とはいえない」「どの学説かもわからな

い、あなたの報告に意味はあるのか」という手厳しいというか、悪意

のある質問がなされました。 

その質問は挙手ではなくアンケート用紙に書き込む方法でなされた

ので、Ｂ検事は自ら質問を読み上げながらニコニコして、「いやあ、

理論と申されましても。正直、結果無価値とか行為無価値とかいう論

争にしても、実務家にとっては何の意味もないんですよね。検事の執

務室には、コンメンタールはありますが、学者の本なんて一冊もあり

ませんよ」と、会場を埋め尽くした大勢の刑法学者に対する痛烈な嫌

みを炸裂。 

確かに質問も失礼かもしれんけど、あまりにも大人げない１０倍返

しに、大笑いしてしまいました（なお私は、当日の悪天候のため東京

に行けなかったので、自宅からリモート参加でした）。 

念のためですが、検事も代表的な刑法の基本書（昔なら大塚、大

谷、前田。最近なら井田、山口、西田）は当然参考にしています（い

るはずです）。 

５ ドイツの学者による講演 

大会２日目には、ドイツ・フンボルト大学のルイス・グレコ教授に

よる刑罰論の講演がありました。誰、それ？ですよね。 

４５分間の講演と２０分ほどの質疑応答、すべてドイツ語。ただ、

講演にはドイツ語の原文と和訳が配布され、質疑応答は井田教授の簡

にして要を得た通訳つきでした。 
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「ドイツ語聞き続けるのん、辛いな～」と思っていましたが、グレ

コ教授は元々はブラジル出身のラテン人ということで、熱意のほとば

しる講演で、つい聴き入ってしまいました。 

内容は、一介の実務家の理解の及ぶところではなく、最新の法哲学

などの学説も踏まえた高尚なもの。しかし、学問の最先端に触れるこ

とで、わからないながらも興奮しました。 

そして期待の松宮教授からは、ドイツ刑法の執行猶予制度を踏まえ

たマニアックな質問がなされ、グレコ教授のあたふたする姿も見るこ

とができました。 

最後には、日本刑法学会名誉会員の盾がグレコ教授に贈呈されまし

たが、感激して目を潤ませておられ、「さすがブラジル人、感情豊

か。そしてむっちゃ、ええ人」と私も一緒に感動しました。 

６ まとめ 

なんか、うまく伝わったかわからないのですが、とにかく刑法学会

はすごく面白いのです。 

来年は６月１日、２日の土日に龍谷大学深草キャンパスで実施され

ます。会員でなくても、当日の申込みにより、わずかな実費負担（今

年は１０００円でした）で傍聴可能。 

興味のある方は是非！！                              

以上 
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 ひと月一島、国内航路全制覇への旅(３) 

～愛媛県：魚島～ 

                      広瀬元太郎（６０期）              

 左の図は少しわかりにくいが愛媛県

東部と対岸の広島県を示している。

「観光スポット」と書いてあるあた

りが広島県尾道市で、そこから島伝

いに南西方向に延びている緑の線が

しまなみ海道である。筆者は、この

図の下の中央付近にある愛媛県新居

浜市に生まれ、昭和時代をそこで過

ごした。 

 新居浜市の北の沖合に魚島という

小島があることは小学生の時に認識

した。当時は電話帳に興味を示して

おり、その中で新居浜市と同じ市外

局番 0897を使う島があることを知っ

たからである。我ながら、変わった

子供であったのだと実感する。魚島

までの距離は 20キロ程度であるか

ら、晴れていれば十分視認できる

が、新居浜からは直接この島には行

けない。小学生なので、市外局番がなぜ同じなのかまで突っ込んで考え

なかったが、「いつかは行きたい同じ市外局番の謎の島」として心に引

っかかっていた。 

それから５０年近くが経過した２０２３年６月１７日（土）、謎の島

に行く日がやってきた。新大阪を７時の新幹線で出発、福山で山陽本線

に乗り換えて８時５０分に尾道着。尾道駅前９時ちょうど発の因島（い

んのしまと発音する）に向かうバスに乗る。このバスは、何の変哲もな

い路線バスであるが、途中尾道大橋、因島大橋としまなみ海道を構成す

る２つの橋を渡る。今日は梅雨の中休みで晴れ、ここはサイクリストの

聖地であり外国人を含む自転車乗りが早くもうろうろしている。９時５

０分ころ因島の土生港（はぶ港と発音する）に到着する。 

 この土生港はこの名の通り海上交通のハブとなる地点で、魚島行きの

船以外にも、対岸の愛媛県上島町行、四国本土の今治行き、本州の三原



7 

行きの船が出ている。特に、狭い海峡を隔てて３００メートルくらい先

にある愛媛県の生名島（いきなじまと発音する）までは一日６０往復も

の船がある。 

 小一時間ほど港の周辺をうろつき、１１時発の魚島行きの船に乗る。

魚島はしまなみ海道の密集した島群から外れるため乗客は少ない。９０

人乗りの船に３人と船長他３名を乗せて出発。 

 この船の船

名は「しんこ

う３号」とい

う。通常は

「ニューうお

しま」だが、

６月２０日ま

で中間検査の

ため代船との

ポスターが、

いろんな場所

に掲示されて

あった。鉄道であれば、車両が変わることなどいちいち気にしないが、

船舶業界では重要なのか。「しんこう３号」は、１０分で最初の寄港地

弓削港（ゆげ港と発音する）に着く。ここから先が愛媛県である。弓削

は魚島が属する上島町の中心地で乗客が入れ替わる。１０人くらい乗っ

てきた。筆者以外の９人は全員知り合いのようで、非常にアウェイ感が

強い。しかし、彼らの使う方言は、筆者が子供のころ使っていた愛媛県

東部の方言に近く、今まで耳についた広島弁とは違う。市外局番が同じ

だけのことはある。 

 しんこう３号は島の密集地帯から抜けると水しぶきを上げて相当な速

度で航行する。途中、高井神島という平地の全くない島に寄り１２時１

０分頃魚島に到着する。港に到着すると１０人の乗客はさっさと自宅に

戻り、１分くらいで無人状態になった。港には観光センターがあり、そ

こには小さなレストランがあるとの情報である。建物が暗いので嫌な予

感がしたが、案の定「定休日；水曜、土曜」と書いてあった。昨日の広

報委員会で今日の予定を話したときに、何人かの委員から「そのレスト

ラン危険ですよ。食糧、絶対持っていった方がいいですよ」と貴重なア

ドバイスがあった。アドバイス通り、因島でパンを買っておいてよかっ

た。感謝している。 

その観光センターの横に郵便局があり、その隣に「魚島地域交流施

設」という休憩所のようなものがある。さらに、その隣に２階建てと６
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階建ての役所のようなビルがある。島の公共の建物はこの４つで、あと

は民家である。ざっと周辺を見回したところ、店は無い。レストランは

閉まっていても、ちょっとした店と、できればレンタサイクル屋とかを

期待していたが、厳しいようだ。郵便局は ATMも含めて閉まっている。

「魚島地域交流施設」の前に自動販売機が１台あるが、この島で貨幣が

使用できるのはこの自販機だけのようだ。船の切符も「船内で買え」と

掲示されている。 

魚島の大半の住宅は、港から徒歩３分以内の場所に密集しており、１

５分も歩けば集落は歩きつくせるだろう。食堂もないし、乗ってきた船

が１３時出航なので、これで因島に戻って鯛のカルパッチョとビールで

も飲んだほうが楽しそうだ。しかし、昨日の広報委員会で、島を探検す

るとか５時間滞在するとか宣言した以上は、１時間で帰ってしまうのは

敗残者だ。１３時の船で帰って、実は１７時２５分の船まで島に居まし

たと偽証する手もあるが、相手が弁護士だけに「写真を見せろ」とか言

い出しかねない。 

島の大まかな構造は頭に入れてきた。島の半分を周回する道路（島の

西側には道がない）と、中央を突き切る階段上の道路が２本あり、島の

真ん中の城山に展望台、周回道路と中央を突き切る道路の交差点付近に

神社があるようだ。島の東西幅は２キロだ。 

 

 【国土交通省国土地理院地理院地図】 

 反時計回りに周回道路を歩き、まず展望台に登ってみよう。港を出発

して、「大木」まで歩き山道に入る。「井ノ浦」と書いてある付近で、

１３時になり、乗ってきた船が因島に向かって出て行った。これで、島

に監禁された。ところでこの島、交番もなかったし、警察官も見ない
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が、この瞬間は警察権力は及んでないということか。さて、城山の展望

台であるが、地図には道が記載されていない。ここまで歩いてきた道も

だいぶ荒れており難航が予想される。周回道路から分岐して展望台へと

向かう道はあった。登り始めたが、到底、道といえるものではなく、蜘

蛛の巣に顔を突っ込んで、蜘蛛に腕を這われたり、イノシシ取りの罠と

かも仕掛けてあり、身

の危険を感じたので断

念。 

 もう一度、周回道路

に戻り、山を越えて島

の南岸に出る。南岸に

は集落が無く、無人の

道が続いている。よく

考えてみると、「魚島

地域交流施設」の前で

酒を飲んでいるおっさ

ん二人を見てから、１

時間あまり人とすれ違

っていない。汗をぽた

ぽた垂らしながら南岸

の道を歩く。 

海の向こうには、筆者の育った新居浜市がある。天気はいいが霞んで

おり町並みは見えないが、町の背後にある四国山地はよく見える。少し

離れてはいるが、子供のころに毎日見た山と同じ形だ。５０年たってこ

こに来た感慨はひとしおである。歩いていくと、「海底ケーブル設置場

所、掘削注意」との看板がある。南岸にこの看板があるということは、

魚島への海底ケーブルは、北の因島方面でからではなく、南の新居浜市

からつながっているのだ。だから、市外局番が新居浜市と同じ０８９７

なのだ。５０年前の疑問が解決した。１３時の船で逃げ帰らなくてよか

った。 

 周回道路を回り終え、「井之頭」付近で、初めて人とすれ違った。女

子中学生と思われる人が、「こんにちは」とあいさつする。見た瞬間に

筆者はよそ者だとわかるはずなので、声をかけて怪しいものかどうか判

別するのは、危機管理の第一歩である。そして、再び「魚島地域交流施

設」。さきほどのおっさんがまだいる。時刻は、１４時３０分。まだ、

３時間もあるぞ。 
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「魚島地域

交流施設」

には、畳敷

きのコーナ

ーもあり、

エアコンも

効いてる

し、ここで

３時間昼寝

をするとの

手もある。

それに、ス

マホの電波は届くので、３時間ヤフーコメントを読み続ける等の非生産

的な行為で時間をつぶすこともできる。しかし、なんと無謀にも、島の

2周目に突入することにしたのである。今度は、「大木」までは行か

ず、中央を突っ切る坂道を登っていく。登りきったところに亀井八幡神

社という神社がある。無人である。山しかないこの島にあって境内はか

なり広い平地である。神輿を格納すると思われる建物がある。筆者がこ

の島の存在を知った５０年前の魚島の人口は７００人以上であった。祭

りとか賑わっていたんだろうなと思われる。現在の人口は１２０人台。

５０年で６分の１か。このような容赦のない人口減少はやがて日本全体

を襲う。 

 ２回目の島の南岸を歩く。暑い。このまま島を半周しても１６時には

港に戻ってしまう。海に石を投げて水切り（石を水面で跳ねさせる遊

戯）をしたがすぐ飽きた。結構、自分に暇に対する耐性がないことに気

付かされる。生活に困らなくなったら引退してのんびり暮らそうと思っ

ていたが、２，３日でやることがなくなっておかしくなりそうだ。人生

のプランを練りなおそう。  

１６時１５分頃、再び

「魚島地域交流施

設」。おっさんはまだ

いる。暇に対する耐性

には頭が下がる。唯一

の貨幣経済の自販機で

水を買って、体を冷や

して１６時３０分。と

りあえず集落の道を全

部歩いてみることにす

る。この作業は、せいぜい２０分で終了した。元商店だった建物も２，
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３軒発見された。人口減少と後継者問題で廃業してしまったらしい。少

し、坂道を登ったところに「魚島小学校」「魚島中学校」がある。ネッ

ト情報によれば、２０２２度、中学生３人、小学生１人とのことであ

る。 

 １７時、帰りの船がやってきた。島民が港に集まってくる。どうも島

に来ていた誰かの親戚がこの船で帰るようで、見送りに集まってきてい

るようである。犬もいる。港に集まってきた島民は、ざっとみても３０

人位はいる。島民の４分の１である。島を離れる親戚と島民が、握手を

したり抱き合ったりしている。そんなに二度と会えないところに行くの

であろうか。２１時には大阪に帰れるんだが。 

 太陽もだいぶ西に傾き過ごしやすくなってきた。船が、出航まじかを

示す汽笛を鳴らす。船の乗客は、見送り対象の親戚２名と筆者の３人で

ある。１７時２５分。島民の４分の１と犬に見送られ船は出発する。筆

者は見送りの対象では全くないが、出航の風景というのは絵になる。９

０人乗りの船は、３人を乗せて夕暮れの瀬戸内海を進んで行く。 

瀬戸は日暮れて、夕波小波。 

 執行部だより  

                     会計担当副幹事長 足立啓成（６２期） 

今年度の会計担当副幹事長の足立啓成です。「執行部だより」の順番

が回ってきました。今年度、初めて副幹事長となったのですが、これま

で春秋会の活動をほとんどしておりませんでしたので、春秋会の皆様か

ら、「誰やねん」と思われていると想像しています。そこで、最近自己

紹介をする機会も減っていますので、今回は、自己紹介を兼ねて私自身

のことを簡単に書きたいと思います。 

 私は、兵庫県加古川市出身で、大学卒業まで加古川市で過ごしていま

した。話し言葉は、播州弁になるのですが、時折、きつい関西弁と言わ

れることがあり、播州弁の表現が怖く感じられるのかなと思ったりしま

す。 

 ロースクールに入学して京都で２年半ほど過ごしたのち、修習生とな

りました。修習期は新 62期です。修習地が神戸だったので、修習時か

ら現在まで神戸法曹サッカー部に所属して、体を動かしています。 

 大阪弁護士会に登録した後、木村・浦川・片山法律事務所（当時）で

勤務することになりました。木村達也（２３期）の事務所ということも

あり、登録直後は破産申立事件、ヤミ金事件、消費者被害に関する事件

が比較的多かったと思います。そのままパートナーとして残らせてもら
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い、今に至っています。また、登録以後、子どもの権利委員会で活動し

ており、特に、学校問題に関わっています。１０年ほど前からスクール

ロイヤーとして活動したり、最近ではいじめ重大事態第三者委員会の委

員となったりしています。子どもの最善の利益を中心に考えて活動して

いますが、保護者、学校との関係の中で、悩むこともしばしばありま

す。 

 家族は、妻と長女（小１）、次女（年少）の 4人家族で、子育て中で

す。先日、協同組合のＪリーグ観戦に家族で参加したのですが、長女か

ら応援（している人）が楽しいと言われ、スタンドばかりを見ていてほ

とんど試合を見てくれませんでした。子どもの考えや行動は、想像を超

えてくると日々感じています。 

 趣味というほどでもないのですが、最近は時間があれば競技麻雀プロ

の対局動画を見ています。実際にやるほうは強くなく、見ているだけで

強くならないものかと期待していたのですが、上手くはいきませんでし

た。競技麻雀のリーグ戦など結構盛り上がっていますし、実況の人が面

白かったりしますので、ルールがそんなにわからなくても実況解説を聞

きながら楽しめます。Abemaなどで無料で見ることができますので、お

時間あれば、一度見ていただければと思います。 

 なんだかまとまりのない話となりました。こんな私ですが、１年間ど

うぞよろしくお願いいたします。 

以上 

 

 ニュースレターの原稿大募集します 
広報委員会といたしましては、このニュースレターを双方向的なものにした

いと思っており、皆様の原稿を大募集します。ぜひ、投稿ください。 

１ 今までのニュースレター・会報の記事に対するご意見 

２ 子育て体験談 

３ 変わった国に行った旅行記 

４ ペットや趣味の紹介 

５ 感動した本、マンガ、ゲームの紹介 

下記にお送りいただければ、ニュースレターに掲載させていただきます（も

ちろん、一定の審査はさせていただきますが…） 

広報委員会委員長  松尾洋輔     y-matsuo@dojima.gr.jp 

 
 


